
港 湾 運 送 約 款 

 

第 １ 条  当社の一般港湾運送事業に関する営業は、この約款の定めるところによる。 

２ この約款に定めていない事項は、法令又は慣習（若しくは関係船会社の海上運送約款）に 

よる。 

 

第 ２ 条  当社は営業に関して通知又は催告をしようとする場合において相手方の所在を知ることが 

できないときは、通知又は催告すべき事項を営業所に掲示し、且つ、官報に公告してこれに 

代える。 

２ 前項の掲示及び公告をした場合において、掲示及び公告をした日から２週間を経過したと 

きは、通知又は催告すべき事項は、了知されたものとみなす。 

 

第 ３ 条  受託貨物に対する責任は、本船又は陸上において当該貨物を受け取った時に始まり、有姿 

のままその陸揚引渡又は船積をした時に終る。 

２ 当社は、取扱貨物の種類、内容、中品状態、品質、数量、重量、容積、荷印、副荷印、番 

号及び価格については、その責に任じない。 

 

第 ４ 条  委託者が船積又は陸揚を委託しようとするときは、下に掲げる事項を記載した船積委託書 

若しくは陸揚委託書又はこれ等に準ずる書類を提出するものとする。 

（１）貨物の荷印、番号、個数、荷姿、品名、価格、重量及び容積 

（２）仕向港若しくは仕出地及び到着地（国及び港、積換の要あるときは積換港名） 

（３）荷受人の氏名又は商号及び住所並びに貨物到着通知先 

（４）荷送人の氏名又は商号及び住所 

（５）作成年月日、委託者の氏名又は商号及び住所 

（６）運賃諸掛金支払方法その他の条件 

（７）Ｂ／Ｌ作製枚数その他Ｂ／Ｌに関する指示 

（８）その他船積又は陸揚のために必要な事項及び委託者の希望条項又は指図 

２ 正当でない又は不完全な記載から生ずることあるべき結果は、委託者の負担とする。 

当社は、委託がない限り前項の委託書を改訂し、又は補充する義務を負わない。 

 

第 ５ 条  受託貨物は貨物を受取る権限を有する事を証する書類と引換でなければその引渡をしない。 

 

第 ６ 条  受託貨物に対し特別の注意、特別の取扱い方又は法規上特別の取扱を要するものに対して 

は、委託者から予めその旨を明告した場合の外当社は、特別の注意又は特別の取扱をしなか 

ったことによって生ずる損害についてはその責に任じない。 

 

第 ７ 条  爆発、発火、引火、腐蝕、有毒等の危険性又は加害性があって社会通念上危害を及ぼすお 

それのある貨物については、委託者が予めその種類、品名、数量及び特質その他必要な事項 

を外部の見易いところに明記し、且つ、予め当社にこれを明告した場合の外、当社は、正当 



な事情があるときはできる限り委託者に通知をした後当社の選択に従い競売し若しくは任意 

に売却し、又は危険を避けるため委託者に予告をしないで廃棄その他適宜の処分をすること 

ができる。この場合貨物に対する当社の一切の責任は、上記の処分によって終了する。 

２ 前項の明告がなかった場合における当該貨物の滅失、毀損その他の損害並びに他の貨物、 

船舶、財産、又は人畜に及ぼした一切の費用、罰金及び責任は、故意又は過失の有無にかか 

わらず委託者が負担しなければならない。 

３ 当社が第１項の明告を受けて受託した貨物であっても他の貨物、船舶、財産、又は人畜に 

危害を及ぼすようになった場合又はそのおそれがあると認める場合は当社は第１項の規定に 

準じてこれを処分することができる。 

 

第 ８ 条  重量貨物に対しては、委託者がその正確な重量を外部の見易いところに明記し、且つ、予 

めこれを当社に明告した場合の外、当該貨物の滅失、毀損その他の損害並びに他の貨物、船 

舶、財産、又は人畜に及ぼした一切の費用、罰金及び責任は、故意又は過失の有無にかかわ 

らず委託者が負担しなければならない。 

 

第 ９ 条  紙幣、貨幣、貴金属、宝石類、有価証券、美術骨董品等の高価品に対しては、委託者は、 

その中品の品名及び価額を明告した場合の外、当社は、いかなる損害であっても賠償の責に 

任じない。 

 

第１０条  委託者は、貨物の性質、重量、容積、運送距離等に応じて運送に耐えるように荷造をし、 

且つ、荷札をつけ又はこれに代わる標示をしなければならない。 

２ 当社は、荷造が充分でないと認めた貨物であっても取扱上支障がないと認め、且つ、委託 

者が荷造不備による損害を負担することを承諾したときは、その港湾運送の委託を引受ける 

ことがある。 

 

第１１条  当社は、必要と認めるときは、便宜貨物の荷造を補修し、又は改装することができる。 

この場合に因って生じた一切の費用は、委託者の負担とする。 

 

第１２条  貨物の委託者からの引受又は委託者への引渡は、当社所定の荷さばき場において行う。 

但し、委託者の求め又は当社の必要に応じこれを変更することがある。 

 

第１３条  何れの側からも書面をもって確認されない口頭、電話、電信による委託若しくはその他の 

通知の遵守については、当社は、これを担保しない。 

 

第１４条  当社は、下記の場合には港湾運送の引受を拒否することがある。 

（１）申込が本港湾運送約款によらないものであるとき。 

（２）委託者から特別の負担を求められたとき。 

（３）当該港湾運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良な風俗に反するとき。 

 



第１５条  当社は、下記の場合には、荷受人の費用をもって貨物を倉庫営業者に寄託することができ 

る。 

（１）荷受人を確知し得ないとき。 

（２）貨物引渡に関し争があるとき。 

（３）荷受人が貨物の受取を拒んだとき。 

（４）荷受人が相当の期間内に引渡を請求しないとき。 

 

第１６条  当社は、十分且つ実行し得べき指図がないときは、委託者の利益に注意しつつその裁量に 

よって処理し、殊に運送の方法を選択することができる。 

 

第１７条  当社は、別段の指図が書面により明らかにされていないときは、他の貨物と混載すること 

ができる。 

 

第１８条  当社は、運送賃立替金その他の費用の支払を受けない間は、貨物又は船積書類の引渡請求 

に応じないことがある。この場合損害を生ずることがあっても当社は、その責に任じない。 

 

第１９条  当社が賠償の責に任ずる場合は、損害が、当社又はその使用人の故意又は重大な過失に因 

って直接に生じた場合に限る。 

２ 当社が、当社又はその使用人の故意又は重大な過失がなかったことを証明したときは、そ 

の責に任じない。 

３ 前項の証明が事実上又は条理上不能と認められた場合は、委託者が当社又はその使用人の 

故意又は重大な過失を証明するものとする。 

 

第２０条  当社は、下記の事由によって生じた貨物の滅失、毀損、延着については損害賠償の責に任 

じない。 

（１）委託者の故意又は過失 

（２）天災その他の不可抗力、火災、水害、海難、機雷、強盗、海賊その他一切の人力で抗 

することのできない事故又は検疫その他法律、命令、規則等の執行 

（３）戦争、事変、変乱、同盟罷業、同盟怠業、事業場閉鎖、その他これに準ずる事由 

（４）貨物の性質又瑕疵 

（５）荷造の不完全、包装の破損、荷印又は荷札の不備 

（６）本船荷役用具の不備又はこれに潜在する瑕疵 

（７）虫害、鼠害、汚損、熱気、冷気、湿気、臭気、蒸れ、かび、腐敗、変質、変色、その 

他類似の事由 

（８）自然の消耗又は貨物の性質による発火、爆発、その他他物との接触から生ずる事故 

（９）荷役中の降雨、荒天又は高波浪 

（１０）保険に付せられた危険 

 

 



第２１条  当社の責に帰すべき事由によって貨物に損害を生じたときは当社は、送状に記載された 

価額又は委託者が申告した価額を限度として損害実額を賠償する。 

２ 前項の場合において損害額について争がある場合は、公平な第三者の鑑定若しくは評価に 

よってその額を決定する。 

 

第２２条  当社の責に帰すべき事由によって生じた貨物の損害賠償の請求をしようとする者は、当社 

の定める様式によりこれをするものとする。 

 

第２３条  当社は異議なく貨物を引き渡した後は、その貨物については、いかなる責にも任じない。 

 

第２４条  当社は、委託を受けた港湾運送に対して関東運輸局長に届け出た運賃及び料金を収受し、 

収受した運賃及び料金の割戻はしない。 

 

第２５条  当社は、港湾運送の完了の際にその運賃及び料金を申し受けるものとする。 

      ただし、運賃及び料金のうち港湾福利分担金、労働安定基金及び港湾労働法関係付加金 

相当額については、委託者は、原則として財団法人港湾近代化促進協議会にこれを支払うも 

のとする。 

 

第２６条  第７条第１項の規定により競売又は売却したときは、その代金を競売又は売却に要した費 

用、運賃料金又は立替金に充当し、なお余剰があるときは、これを委託者に交付し、又は供 

託し、不足額があるときは、委託者からその不足額を申し受ける。 

２ 第７条第１項及び第３項の規定により廃棄その他の処分をしたときは、その処分に要した 

費用は、委託者から申し受ける。 

 

第２７条  委託者は、この港湾運送約款を承認し、且つ、これに同意したものとする。 

 

   この港湾運送約款は、平成１２年１１月 1日から実施する。 



港 湾 荷 役 料 金 表  

（総トン数 1,000トン未満の小型船荷役料金を除く） 

 

Ⅰ．適 用 範 囲 

この港湾荷役料金は、当該貨物について、接岸本船の船内荷役と沿岸荷役を同一委託者から 

引受けた場合又は、異なる委託者からであっても当該貨物に係る接岸本船の船内荷役と沿岸 

荷役が同量となる引受の場合等船内荷役と沿岸荷役の荷役手配が一貫して行える場合に適用 

します。 

 

Ⅱ．料金の種類及び適用方 

１．基本料金 

（1 トンにつき 単位円）     

 品       目 

金     額  

接岸本船 ←→ 

上屋・野積場内 

接岸本船 ←→ 

上屋・野積場前 

ユ 

ニ 

タ 

イ 

ズ 

貨 

物 

等

 

コ ン テ ナ  
実     入  1,220 1,090 

空  1,036 925 

パ レ タ イ ズ 貨 物  

バ ン パ ッ ク 

バ ッ グ コ ン テ ナ 

プ レ ス リ ン グ 

2,351 2,153 

ノックダウン自動車 

完成車（重量 5 ㌧未満かつ容積 20 ㌧未満のもの）  
1,838 1,684 

完成車（重量 5 ㌧以上又は容積 20 ㌧以上のもの）  2,576 2,343 

包

装

品 

袋     物  3,206 2,915 

ベ ー ル 物  2,964 2,703 

カートン 

ケース 

クレート 

雑貨類・機械類（1 個当り 5㌧未満のもの）  3,544 3,259 

機 械 類（1 個当り 5 ㌧以上のもの）  2,576 2,343 

青 果 類  2,649 2,403 

冷凍品・冷蔵品  ― 4,940 

有

姿

貨

物 

タ  イ  ヤ  2,423 2,240 

巻 取 紙（内地産）  1,949 1,742 

木 材  岸壁揚のもの  
原  木  

米 国 材 

南 洋 材  
1,777 1,595 

北 洋 材  2,406 2,229 

製   材  1,910 1,723 



 品       目 

金     額 

接岸本船 ←→ 

上屋・野積場内  

接岸本船 ←→ 

上屋・野積場前  

有

姿

貨

物 

非鉄金属類（半製品・銑鉄・地金）  2,863 2,572 

鋼   材 

一般鋼材（口径 12 インチ未満の鋼管含む）  2,755 2,517 

鋼   管（口径 12 インチ以上のもの） 

コ イ ル  
2,344 2,140 

石 材 2,804 2,603 

撒

貨

物 

小 麦  

肥 料 原 料  

鉱 礦 石 （粉）  

1,903 1,703 

鉱 礦 石（塊） 

特 殊 鉱 礦 石  
2,632 2,393 

砂 糖  2,540 2,354 

 

（１） 作 業 範 囲 

基本料金が適用される作業範囲は、次のとおりとします。  

ただし、関連事業に係る行為は除きます。 

① 「接岸本船内 ←→ 上屋・野積場内」の場合 

（揚荷） 接岸本船の本船内の貨物を岸壁上に取卸し、上屋・野積場内へ移送、 

拼付するまでの作業。 

（積荷） 上屋・野積場内の貨物を岸壁上に移送し、接岸本船内に積込むまでの 

作業。 

② 「接岸本船内 ←→ 上屋・野積場前」の場合  

（揚荷） 接岸本船の本船内の貨物を岸壁上に取卸し、上屋・野積場前又は、 

貨車・トラック等の車側へ移送する作業。  

（積荷） 上屋・野積場前又は、貨車・トラック等の車側にある貨物を岸壁上に 

移送し、接岸本船内に積込むまでの作業。  

 

（２） 料金表に記載のない貨物等 

基本料金表に記載のない貨物については、基本料金表記載の貨物と、荷姿、作業構成員 

数等が類似している場合は、その料金を適用し、類似した貨物がない場合は、委託者と 

協議の上、決定した料金を基本料金とします。 

 

２．割 増 料 金  

     割増料金は、次のとおりとします。  

ただし、割増料金が重複する場合には、基本料金にそれぞれの割増率を乗じて各割増料金を 

算出し、これらの金額を合算します。 



 

種 別  内       容  割 増 率  

半 夜 荷 役 16 時 30 分から 21 時 30 分までの間における荷役  基本料金の 6 割増  

土曜日荷役 土曜日（当該週の月曜日から金曜日までの間に 

国民の祝日（振替休日を含む）がある場合にお 

ける土曜日を除く。）における荷役  

基本料金の 6 割増  

日 曜 日 ・ 

祝祭日荷役 

日曜日・祝祭日における荷役  基本料金の 10 割増  

 

３．割 引 料 金  

割引料金は次のとおりとします。  

ただし、割引料金が重複する場合には、基本料金にそれぞれの割引率を乗じて各割引料金を 

算出し、これらの金額を差し引きます。  

   

（１） 大 口 数 量 割 引  

委託者からの 1荷役の引受において、同一貨物の量が  

① 1,000トン以上 3,000トン未満の場合、当該貨物の全量について基本料金の 5％  

② 3,000トン以上の場合、当該貨物の全量について基本料金の 7％  

に相当する金額を、当該貨物全量について当該貨物の基本料金を乗じて得た金額からそれ 

ぞれ割引ます。  

 

（２） 長 期 大 量 割 引  

同一委託者からの引受において、次のいずれの項目にも該当する場合は、当該取扱貨物量 

にそれぞれの基本料金を乗じて得た合計額の 5％に相当する額を、当該引受に係る請求額か 

ら割引ます。  

① 3ケ月以上の長期契約があること  

② 1ケ月間に 2回以上の反復継続の引受があること  

③ 1回当たりの荷役量が 3,000トンを超えること  

  

４．待 機 料 金  

待機料金は、次のとおりとします。  

（1口 1 時間につき 単位円）   

1 口の作業構成員数 

による区分 

昼夜区分 

15 人以下 

（12 人） 

16 人～22 人 

（19 人） 

23 人～29 人 

（26 人） 

30 人～36 人 

（33 人） 

37 人以上 

（40 人） 

昼    間 

8 時 30 分から 

16 時 30 分まで 

55,590 86,580 117,600 148,640 175,070 

半    夜 

16 時 30 分から 

21 時 30 分まで 

86,480 134,690 182,940 231,220 273,330 



    本料金は、荷役開始時刻（昼間荷役にあっては 8時 30分、半夜荷役にあっては 16時 30分）以降 

における本船入港待、本船積込貨物の到着待又は、天候或いは、揚貨装置故障等による荷役待 

機が生じた場合であって、昼間荷役にあっては、8時 30分から 16時 30分までの間、半夜荷役に 

あっては、16時 30分から 21時 30分までの間に発生した待機時間について、それぞれの待機料金 

を適用します。  

ただし、待機事由が港運事業者の責に帰さないものであるときに限ります。 

 

 ５．最 低 料 金 

    最低料金は次のとおりとします。 

（1口につき 単位円）   

1 口の作業構成員数 

による区分 

昼夜区分 

15 人以下 

（12 人） 

16 人～22 人 

（19 人） 

23 人～29 人 

（26 人） 

30 人～36 人 

（33 人） 

37 人以上 

（40 人） 

昼    間 

8 時 30 分から 

16 時 30 分まで 

441,000 686,890 932,980 1,179,220 1,388,880 

半    夜 

16 時 30 分から 

21 時 30 分まで 

441,000 686,890 932,980 1,179,220 1,388,880 

    本料金は、次の各号に該当する場合に適用します。  

     ただし、これらの場合が港運事業者の責に帰さないものであるときに限ります。 

（１） 荷役手配の取消の場合  

① 昼間荷役の手配申し受け最終時刻（前日の 15時）以降 2時間を経過してからの取消につい 

ては、昼間荷役の最低料金を適用します。  

② 半夜荷役の手配申し受け最終時刻（当日の 15時）以降の取消については、半夜荷役の最低 

料金を適用します。  

 

（２） 半端荷役等の場合  

荷役開始後における作業中止又は、少量作業或いは待機が伴ったこと等により、昼間荷役 

及び半夜荷役の区分毎に当該作業に係る請求金額がそれぞれの最低料金額に満たない場合は、 

該当の最低料金を適用します。 

 

６．分 担 金 等  

区     分 金     額 

（１）港 湾 福 利 分 担 金  各貨物（一律）1トンにつき 8円 

（２）港湾労働法関係付加金  各貨物（一律）1トンにつき 3円 

（３）労 働 安 定 基 金  各貨物（一律）1トンにつき 7円 

 

７．消費税及び地方消費税の加算 

（１） 料金の総額に消費税の税率を乗じて計算します。  

ただし、免税となる取引には適用しません。  



  

（２） 上記により計算された金額に 1円未満の端数が生じたときは 1円単位に四捨五入します。  

 

８．料 金 の 計 算 方  

料金の計算方は、次によります。  

計算トン数は、重量、容積いずれか大なる方とし、重量は 1,000キログラム、容積は 1,133 立 

方米をもって 1トンとみなします。  

なお、慣例により重量に一定の係数を乗じて得た数値をもって計算トン数としている場合に 

は、その例によります。  

ただし、コンテナは実入・空とも 20フィート型は 1個当たり 32トン、40フィート型は 1個当 

り 48トンをもってそれぞれ計算トン数とします。  

また、20フィート型未満のコンテナは、20フィート型を基準とする換算トン数をもって計算 

トン数とし、35フィート型及び 45フィート型等は 40フィート型と同じとします。  

 

９．その他  

（１） 本料金を適用する荷役において、「上屋出しコンテナ詰又は、コンテナ出し上屋入れ作業」、 

「看貫作業」、「仕訳作業」、「はい替作業」及び「上屋保管」が伴う場合のこれらの諸作業に 

係る料金は、当港において適用される港湾荷役料金（沿岸荷役料金）のそれぞれの料金を準用 

します。  

  

（２） 特殊貨物（特大品、変質・発熱・塵埃・悪臭・汚損の甚だしい貨物、海難貨物等）、雨天・  

雪天時荷役及び特殊荷役（海難船・特殊船の荷役、荒天時荷役、荷印その他仕訳を伴う荷役、 

見本採取等を伴う荷役、沿岸荷役における長距離移送等）の場合は、基本料金のほかに、 

委託者と協議の上決定した金額を申し受けます。  

 

（３） 委託者の要求により、特別の荷役機械、資材等を使用した場合及びフォアマンを増員した 

場合には、委託者と協議の上、別途実費を申し受けます。  

  

（４） 本料金表に記載のない事項については、法令に反しない範囲内において当事者間の取極め 

又は慣習によります。  

 

  



 

 港湾荷役料金表（船内荷役料金） 

（総トン数 1,000トン未満の小型船荷役料金を除く） 

 

Ⅰ．適 用 範 囲 

この港湾荷役料金（船内荷役料金）は、船内荷役のみを行う場合に適用します。 

 

Ⅱ．料金の種類及び適用方 

１．基本料金 

（1トンにつき 単位円）     

 品       目 金    額 

ユ 

ニ 

タ 

イ 

ズ 

貨 

物 

等 

コ ン テ ナ  

実   入  595   

空  505   

パ レ タ イ ズ 貨 物  

バ ン パ ッ ク  

バ ッ グ コ ン テ ナ  

プ レ ス リ ン グ  

1,432   

ノックダウン自動車 

完成車（重量 5 ㌧未満かつ容積 20 ㌧未満のもの）  
1,125   

完成車（重量 5 ㌧以上又は容積 20 ㌧以上のもの）  1,486   

包 

装 

品 

袋     物  1,835   

ベ ー ル 物  1,744   

カートン 

ケ ー ス 

クレート  

雑貨類・機械類（1 個当り 5㌧未満のもの）  2,225   

機 械 類（1 個当り 5 ㌧以上のもの）  1,486   

青 果 類  1,490   

冷凍品・冷蔵品  3,600   

有 

姿 

貨 

物 

タ イ ヤ  1,583   

巻 取 紙（内地産）  962   

木 材 

水落しのもの 原    木 648   

岸壁揚のもの 

原 木 

米 国 材 

南 洋 材 
915   

北 洋 材  1,596   

製    材 1,034   

 

 



 品       目 金    額 

有 

姿 

貨 

物 

非鉄金属類（半製品・銑鉄・地金）  1,487   

鋼  材 

一般鋼材（口径 12インチ未満の鋼管含む）  1,642   

鋼  管（口径 12インチ以上のもの） 

コ イ ル  
1,397   

石 材  1,895   

撒 

貨 

物 

小 麦  

肥 料 原 料  

鉱 礦 石（粉）  

952   

鉱 礦 石（塊）  

特 殊 鉱 礦 石  
1,517   

砂 糖  1,697   

 

（１） 作 業 範 囲  

基本料金が適用される作業範囲は、次のとおりとします。  

ただし、関連事業に係る行為は除きます。  

① 揚荷の場合は、本船内の貨物をはしけ内又は岸壁上に取卸し、フックをはずすまでの 

作業。  

② 積荷の場合は、はしけ内又は岸壁上の貨物にフックをかけ、本船に積込むまでの作業。 

 

（２） 料金表に記載のない貨物等 

基本料金表に記載のない貨物については、基本料金表記載の貨物と、荷姿、作業構成員 

数等が類似している場合は、その料金を適用し、類似した貨物がない場合は、委託者と 

協議の上、決定した料金を基本料金とします。 

 

２．割 増 料 金  

     割増料金は、次のとおりとします。  

ただし、割増料金が重複する場合には、基本料金にそれぞれの割増率を乗じて各割増料金を 

算出し、これらの金額を合算します。 

 

種 別  内       容  割 増 率  

半 夜 荷 役 16 時 30 分から 21 時 30 分までの間における荷役  基本料金の 6 割増  

土曜日荷役 土曜日（当該週の月曜日から金曜日までの間に 

国民の祝日（振替休日を含む）がある場合にお 

ける土曜日を除く。）における荷役  

基本料金の 6 割増  

日 曜 日 ・ 

祝祭日荷役 

日曜日・祝祭日における荷役  基本料金の 10 割増  

 



３．割 引 料 金  

割引料金は次のとおりとします。  

ただし、割引料金が重複する場合には、基本料金にそれぞれの割引率を乗じて各割引料金を 

算出し、これらの金額を差し引きます。  

   

（１） 大 口 数 量 割 引  

委託者からの 1荷役の引受において、同一貨物の量が  

① 1,000トン以上 3,000トン未満の場合、当該貨物の全量について基本料金の 5％  

② 3,000トン以上の場合、当該貨物の全量について基本料金の 7％  

に相当する金額を、当該貨物全量について当該貨物の基本料金を乗じて得た金額からそれ 

ぞれ割引ます。  

 

（２） 長 期 大 量 割 引  

同一委託者からの引受において、次のいずれの項目にも該当する場合は、当該取扱貨物量 

にそれぞれの基本料金を乗じて得た合計額の 5％に相当する額を、当該引受に係る請求額か 

ら割引ます。  

① 3ケ月以上の長期契約があること  

② 1ケ月間に 2回以上の反復継続の引受があること  

③ 1回当たりの荷役量が 3,000トンを超えること  

  

４．待 機 料 金  

待機料金は、次のとおりとします。  

（1口 1 時間につき 単位円）   

1 口の作業構成員数 

による区分 

昼夜区分 

9 人以下 

（7.5 人） 

10 人～13 人 

（11.5 人） 

14 人～17 人 

（15.5 人） 

18 人～21 人 

（19.5 人） 

22 人以上 

（22.5 人） 

昼    間 

8 時 30 分から 

16 時 30 分まで 

34,510 52,900 71,290 86,690 103,500 

半    夜 

16 時 30 分から 

21 時 30 分まで 

53,680 82,300 110,900 139,510 161,000 

本料金は、荷役開始時刻（昼間荷役にあっては 8時 30分、半夜荷役にあっては 16時 30分）以降 

における本船入港待、本船積込貨物の到着待又は、天候或いは、揚貨装置故障等による荷役待 

機が生じた場合であって、昼間荷役にあっては、8時 30分から 16時 30分までの間、半夜荷役に 

あっては、16時 30分から 21時 30分までの間に発生した待機時間について、それぞれの待機料金 

を適用します。  

ただし、待機事由が港運事業者の責に帰さないものであるときに限ります。 

 

 

 

 



 ５．最 低 料 金 

    最低料金は次のとおりとします。 

（1口につき 単位円）   

1 口の作業構成員数 

による区分 

昼夜区分 

9 人以下 

（7.5 人） 

10 人～13 人 

（11.5 人） 

14 人～17 人 

（15.5 人） 

18 人～21 人 

（19.5 人） 

22 人以上 

（22.5 人） 

昼    間 

8 時 30 分から 

16 時 30 分まで 

273,750 419,700 565,570 711,510 821,090 

半    夜 

16 時 30 分から 

21 時 30 分まで 

273,750 419,700 565,570 711,510 821,090 

    本料金は、次の各号に該当する場合に適用します。  

     ただし、これらの場合が港運事業者の責に帰さないものであるときに限ります。 

（１） 荷役手配の取消の場合  

① 昼間荷役の手配申し受け最終時刻（前日の 15時）以降 2時間を経過してからの取消に 

ついては、昼間荷役の最低料金を適用します。  

② 半夜荷役の手配申し受け最終時刻（当日の 15時）以降の取消については、半夜荷役の 

最低料金を適用します。  

 

（２） 半端荷役等の場合  

荷役開始後における作業中止又は、少量作業或いは待機が伴ったこと等により、昼間荷役 

及び半夜荷役の区分毎に当該作業に係る請求金額がそれぞれの最低料金額に満たない場合は、 

該当の最低料金を適用します。 

 

６．分 担 金 等  

区     分 金     額 

（１）港 湾 福 利 分 担 金  各貨物（一律）1トンにつき 4円 

（２）港湾労働法関係付加金  各貨物（一律）1トンにつき 1円 50 銭 

（３）労 働 安 定 基 金  各貨物（一律）1トンにつき 3円 50 銭 

 

７．消費税及び地方消費税の加算 

（１） 料金の総額に消費税の税率を乗じて計算します。 

ただし、免税となる取引には適用しません。  

  

（２） 上記により計算された金額に 1円未満の端数が生じたときは 1円単位に四捨五入します。  

 

８．料 金 の 計 算 方  

料金の計算方は、次によります。  

計算トン数は、重量、容積いずれか大なる方とし、重量は 1,000キログラム、容積は 1,133 立 

方米をもって 1トンとみなします。  



なお、慣例により重量に一定の係数を乗じて得た数値をもって計算トン数としている場合に 

は、その例によります。  

ただし、コンテナは実入・空とも 20フィート型は 1個当たり 32トン、40フィート型は 1個当 

り 48トンをもってそれぞれ計算トン数とします。  

また、20フィート型未満のコンテナは、20フィート型を基準とする換算トン数をもって計算 

トン数とし、35フィート型及び 45フィート型等は 40フィート型と同じとします。  

 

９．その他  

（１） 特殊貨物（特大品、変質・発熱・塵埃・悪臭・汚損の甚だしい貨物、海難貨物等）、雨天・  

雪天時荷役及び特殊荷役（海難船・特殊船の荷役、沈木作業、防波堤外荷役、荒天時荷役、 

荷印その他仕訳を伴う荷役等）の場合は、基本料金のほかに、委託者と協議の上決定した金額 

を申し受けます。  

 

（２） 委託者の要求により、特別の荷役機械、資材等を使用した場合及びフォアマンを増員した 

場合には、委託者と協議の上、別途実費を申し受けます。  

  

（３） 本料金表に記載のない事項については、法令に反しない範囲内において当事者間の取極め 

又は慣習によります。  

 

  



 

 港湾荷役料金表（沿岸荷役料金） 

（総トン数 1,000トン未満の小型船荷役料金を除く） 

 

Ⅰ．適 用 範 囲  

   この港湾荷役料金（沿岸荷役料金）は、沿岸荷役のみを行う場合に適用します。  

  

Ⅱ．料金の種類及び適用方  

１．基本料金  

接岸本船船側・はしけ内←→上屋・野積場内又は、上屋・野積場前  

（１トンにつき 単位円）     

 品       目 

金     額  

接岸本船船側・はしけ内 

←→ 上屋・野積場内 

接岸本船船側・はしけ内 

←→ 上屋・野積場前 

ユ 

ニ 

タ 

イ 

ズ 

貨 

物 

等

 

コ ン テ ナ  
実     入  689 552 

空  585 469 

パ レ タ イ ズ 貨 物  

バ ン パ ッ ク 

バ ッ グ コ ン テ ナ 

プ レ ス リ ン グ 

1,043 834 

ノックダウン自動車 

完成車（重量 5 ㌧未満かつ容積 20 ㌧未満のもの）  
810 648 

完成車（重量 5 ㌧以上又は容積 20 ㌧以上のもの）  1,226 980 

包

装

品 

袋     物  1,540 1,233 

ベ ー ル 物  1,376 1,101 

カートン 

ケース 

クレート 

雑貨類・機械類（1 個当り 5㌧未満のもの）  1,506 1,205 

機 械 類（1 個当り 5 ㌧以上のもの）  1,226 980 

青 果 類  1,298 1,039 

冷凍品・冷蔵品  ― 1,600 

有

姿

貨

物 

タ  イ  ヤ  968 775 

巻 取 紙（内地産）  1,090 872 

木 材  岸壁揚のもの  
原  木  

米 国 材 

南 洋 材  
955 764 

北 洋 材  937 750 

製   材  976 780 



 品       目 

金     額  

接岸本船船側・はしけ内 

←→ 上屋・野積場内 

接岸本船船側・はしけ内 

←→ 上屋・野積場前 

有

姿

貨

物 

非鉄金属類（半製品・銑鉄・地金）  1,527 1,220 

鋼   材 

一般鋼材（口径 12 インチ未満の鋼管含む）  1,258 1,007 

鋼   管（口径 12 インチ以上のもの） 

コ イ ル  
1,070 856 

石 材 1,057 845 

撒

貨

物 

小 麦  

肥 料 原 料  

鉱 礦 石 （粉）  

1,051 841 

鉱 礦 石（塊） 

特 殊 鉱 礦 石  
1,253 1,002 

砂 糖  977 781 

 

（１） 作 業 範 囲  

基本料金が適用される作業範囲は、次のとおりとします。  

         ただし、関連事業に係る行為は除きます。  

① 「接岸本船船側・はしけ内 ←→ 上屋・野積場内」の場合  

（イ） 接岸本船船側 ←→ 上屋・野積場内の場合  

（揚荷） 本船船側にある貨物を、上屋・野積場内へ移送、拼付けるまでの作業。  

（積荷） 上屋・野積場内の貨物を搬出し、本船船側へ移送する作業。 

（ロ） はしけ内 ←→ 上屋・野積場内の場合  

（揚荷） はしけ内の貨物を陸揚し、上屋・野積場内へ移送、拼付けるまでの作業。 

（積荷） 上屋・野積場内の貨物を搬出し、はしけ内へ移送し積付けるまでの作業。  

② 「接岸本船船側・はしけ内 ←→ 上屋・野積場前」の場合  

（イ） 接岸本船船側 ←→ 上屋・野積場前の場合  

（揚荷） 本船船側にある貨物を、上屋・野積場前又は、貨車・トラック等の車側 

へ移送する作業。 

（積荷） 上屋・野積場前又は、貨車・トラック等の車側にある貨物を、本船船側 

へ移送する作業。  

（ロ） はしけ内 ←→ 上屋・野積場前の場合  

（揚荷） はしけ内の貨物を陸揚し、上屋・野積場前又は、貨車・トラック等の車 

側へ移送する作業。  

（積荷） 上屋・野積場前又は、貨車・トラック等の車側にある貨物を、はしけ内 

へ移送し積付けるまでの作業。  

  

 



（２） 料金表に記載のない貨物等 

基本料金表に記載のない貨物については、基本料金表記載の貨物と、荷姿、作業構成員 

数等が類似している場合は、その料金を適用し、類似した貨物がない場合は、委託者と 

協議の上、決定した料金を基本料金とします。 

 

２．割 増 料 金  

     割増料金は、次のとおりとします。  

ただし、割増料金が重複する場合には、基本料金にそれぞれの割増率を乗じて各割増料金を 

算出し、これらの金額を合算します。 

 

種 別  内       容  割 増 率  

半 夜 荷 役 16 時 30 分から 21 時 30 分までの間における荷役  基本料金の 6 割増  

土曜日荷役 土曜日（当該週の月曜日から金曜日までの間に 

国民の祝日（振替休日を含む）がある場合にお 

ける土曜日を除く。）における荷役  

基本料金の 6 割増  

日 曜 日 ・ 

祝祭日荷役 

日曜日・祝祭日における荷役  基本料金の 10 割増  

 

３．割 引 料 金  

割引料金は次のとおりとします。  

ただし、割引料金が重複する場合には、基本料金にそれぞれの割引率を乗じて各割引料金を 

算出し、これらの金額を差し引きます。  

   

（１） 大 口 数 量 割 引  

委託者からの 1荷役の引受において、同一貨物の量が  

① 1,000トン以上 3,000トン未満の場合、当該貨物の全量について基本料金の 5％  

② 3,000トン以上の場合、当該貨物の全量について基本料金の 7％  

に相当する金額を、当該貨物全量について当該貨物の基本料金を乗じて得た金額からそれ 

ぞれ割引ます。  

 

（２） 長 期 大 量 割 引  

同一委託者からの引受において、次のいずれの項目にも該当する場合は、当該取扱貨物量 

にそれぞれの基本料金を乗じて得た合計額の 5％に相当する額を、当該引受に係る請求額か 

ら割引ます。  

① 3ケ月以上の長期契約があること  

② 1ケ月間に 2回以上の反復継続の引受があること  

③ 1回当たりの荷役量が 3,000トンを超えること  

  

 

 

 



４．待 機 料 金  

待機料金は、次のとおりとします。  

（1 口 1時間につき 単位円） 

1 口の作業構成員数 

による区分 

昼夜区分 

4 人～6 人 

（5 人） 

7 人～9 人 

（8 人） 

10 人～ 

12 人 

（11 人） 

13 人～ 

  15 人 

（14 人） 

16 人～ 

18 人 

（17 人） 

19 人～ 

21 人 

（20 人） 

昼    間 

8 時 30 分から 

16 時 30 分まで 

21,090 33,690 46,330 58,980 71,610 84,260 

半    夜 

16 時 30 分から 

21 時 30 分まで 

32,810 52,410 72,070 91,740 111,390 131,060 

本料金は、荷役開始時刻（昼間荷役にあっては 8時 30分、半夜荷役にあっては 16時 30分）以降 

における本船入港待、本船積込貨物の到着待又は、天候或いは、揚貨装置故障等による荷役待 

機が生じた場合であって、昼間荷役にあっては、8時 30分から 16時 30分までの間、半夜荷役に 

あっては、16時 30分から 21時 30分までの間に発生した待機時間について、それぞれの待機料金 

を適用します。  

ただし、待機事由が港運事業者の責に帰さないものであるときに限ります。 

 

 ５．最 低 料 金 

    最低料金は次のとおりとします。 

（1口につき 単位円） 

1 口の作業構成員数 

による区分 

昼夜区分 

4 人～6 人 

（5 人） 

7 人～9 人 

（8 人） 

10 人～ 

12 人 

（11 人） 

13 人～ 

  15 人 

（14 人） 

16 人～ 

18 人 

（17 人） 

19 人～ 

21 人 

（20 人） 

昼    間 

8 時 30 分から 

16 時 30 分まで 

167,300 267,300 367,570 467,910 568,080 668,430 

半    夜 

16 時 30 分から 

21 時 30 分まで 

167,300 267,300 367,570 467,910 568,080 668,430 

 

    本料金は、次の各号に該当する場合に適用します。  

     ただし、これらの場合が港運事業者の責に帰さないものであるときに限ります。 

（１） 荷役手配の取消の場合  

① 昼間荷役の手配申し受け最終時刻（前日の 15時）以降 2時間を経過してからの取消につい 

ては、昼間荷役の最低料金を適用します。  

② 半夜荷役の手配申し受け最終時刻（当日の 15時）以降の取消については、半夜荷役の最低 

料金を適用します。  

 

 

 



（２） 半端荷役等の場合  

荷役開始後における作業中止又は、少量作業或いは待機が伴ったこと等により、昼間荷役 

及び半夜荷役の区分毎に当該作業に係る請求金額がそれぞれの最低料金額に満たない場合は、 

該当の最低料金を適用します。 

 

６．上屋出しコンテナ詰又は、コンテナ出し上屋入れ作業料金 

本料金は、次の作業を行った場合に適用します。  

（１） 上屋内（コンテナフレートステーションを含む）の貨物をその上屋内又は、戸前でコン 

テナに詰めるまでの作業。  

  

（２） コンテナ内の貨物を取り出し、上屋内（コンテナフレートステーションを含む）に拼付 

けるまでの作業。 

（１トンにつき 単位円）    

袋物・ベール貨物及びこれらに類似した作業能率のもの  2,544 

雑貨類・機械類（1個当り 5トン未満のもの） 

及びこれらに類似した作業能率のもの  
2,280 

ユニタイズ貨物、ノックダウン自動車及び完成車、機械類（1個当り 

5トン以上のもの）及びこれらに類似した作業能率のもの  
2,043 

 

７．看貫作業料金  

本料金は、貨物の看貫作業を行った場合に適用し、当該貨物の上屋内基本料金の 3割としま 

す。  

ただし、計量器使用及び検量立会人の費用については、本料金とは別に実費を申し受けます。  

 

８．仕訳作業料金  

本料金は、貨物の仕訳作業を行った場合に適用し、当該貨物の上屋内基本料金の 3割としま 

す。  

  

９．はい替作業料金  

本料金は、貨物のはい替作業を行った場合に適用し、当該貨物の上屋内基本料金の 8割とし 

ます。  

 

１０．上屋保管料金  

本料金は、船舶又は、はしけ積卸貨物を上屋その他の荷捌場において、一時保管する場合に 

適用します。  

本料金表に記載のない貨物については類似した保管内容（坪当りの収容トン数）の料金を適 

用します。 

本料金の計算は、貨物搬入の日から貨物搬出の日までとします。  

 

 



（1日 1トンにつき 単位円）    

区 分  

貨物分類 
私設上屋の場合 公共上屋の場合 

コ ン テ ナ （ 野 積 場 ） 13 10 

繊 維 原 料 類 58 44 

青 果 58 44 

窯 製 品 70 58 

そ の 他 の 貨 物 103 83 

   （注）１． 公共上屋の場合の上屋使用料は、条例に基づく金額を別途申し受けます。 

      ２． コンテナについては、野積場置きの料金とします。 

      ３． 定温保管する貨物については、本料金の 8割増、また、くん蒸を要する貨物 

については、本料金の 2割増とします。 

 

１１．分 担 金 等  

区     分 金     額 

（１）港 湾 福 利 分 担 金  各貨物（一律）1トンにつき 4円 

（２）港湾労働法関係付加金  各貨物（一律）1トンにつき 1円 50 銭 

（３）労 働 安 定 基 金  各貨物（一律）1トンにつき 3円 50 銭 

 

１２．消費税及び地方消費税の加算 

（１） 料金の総額に消費税の税率を乗じて計算します。   

ただし、免税となる取引には適用しません。  

  

（２） 上記により計算された金額に 1円未満の端数が生じたときは 1円単位に四捨五入します。  

 

１３．料 金 の 計 算 方  

料金の計算方は、次によります。  

計算トン数は、重量、容積いずれか大なる方とし、重量は 1,000キログラム、容積は 1,133 立 

方米をもって 1トンとみなします。  

なお、慣例により重量に一定の係数を乗じて得た数値をもって計算トン数としている場合に 

は、その例によります。  

ただし、コンテナは実入・空とも 20フィート型は 1個当たり 32トン、40フィート型は 1個当 

り 48トンをもってそれぞれ計算トン数とします。  

また、20フィート型未満のコンテナは、20フィート型を基準とする換算トン数をもって計算 

トン数とし、35フィート型及び 45フィート型等は 40フィート型と同じとします。  

 

１４．その他  

（１） 特殊貨物（特大品、変質・発熱・塵埃・悪臭・汚損の甚だしい貨物、海難貨物等）、雨天・  

雪天時荷役及び特殊荷役（長距離移送、荒天時荷役、見本採取等を伴う荷役等）の場合は、 

基本料金のほかに、委託者と協議の上決定した金額を申し受けます。  

 



（２） 委託者の要求により、特別の荷役機械、資材等を使用した場合には、委託者と協議の上、 

別途実費を申し受けます。  

  

（３） 本料金表に記載のない事項については、法令に反しない範囲内において当事者間の取極め 

又は、慣習によります。  

  



 

港湾荷役料金（総トン数 1,000 トン未満の小型船荷役料金） 

 

Ⅰ．適 用 範 囲  

この港湾荷役料金（総トン数 1,000トン未満の小型船荷役料金）は、  

（１） 総トン数 1,000トン未満 500トン以上の小型船の本船内←→上屋・野積場内又は、戸前迄の 

荷役  

  

（２） 総トン数 500トン未満の小型船の本船内←→上屋・野積場内又は、戸前迄の荷役に適用しま 

す。 

ただし、（１）及び（２）に該当する小型船荷役で船内荷役のみ又は、沿岸荷役のみの場合 

は、当港において適用される港湾荷役料金（船内荷役料金）又は、港湾荷役料金（沿岸荷役 

料金）を適用します。  

 

Ⅱ．料金の種類及び適用方  

１．基本料金  

（１） 総トン数 1,000トン未満 500トン以上の小型船内←→上屋・野積場内又は、上屋・野積場前 

 

（１トンにつき 単位円）     

 品       目 

金     額  

本船内←→ 

上屋・野積場内 

本船内←→ 

上屋・野積場前 

ユ 

ニ 

タ 

イ 

ズ 

貨 

物 

等

 

コ ン テ ナ  
実     入  765 704 

空  653 602 

パ レ タ イ ズ 貨 物  

バ ン パ ッ ク 

バ ッ グ コ ン テ ナ 

プ レ ス リ ン グ 

1,754 1,628 

ノックダウン自動車 

完成車（重量 5 ㌧未満かつ容積 20 ㌧未満のもの）  
1,502 1,393 

完成車（重量 5 ㌧以上又は容積 20 ㌧以上のもの）  2,089 1,923 

包

装

品 

袋     物  2,611 2,397 

ベ ー ル 物  2,284 2,121 

カートン 

ケース 

クレート 

雑貨類・機械類（1 個当り 5㌧未満のもの）  2,862 2,648 

機 械 類（1 個当り 5 ㌧以上のもの）  2,089 1,923 

青 果 類  2,140 1,965 

冷凍品・冷蔵品  ― 4,308 



品       目 

金     額 

本船内←→ 

上屋・野積場内 

本船内←→ 

上屋・野積場内 

有

姿

貨

物 

タ  イ  ヤ  1,996 1,866 

巻 取 紙（内地産）  1,277 1,185 

木 材  岸壁揚のもの  
原  木  

米 国 材 

南 洋 材  
1,407 1,275 

北 洋 材  1,987 1,860 

製   材  1,536 1,404 

有

姿

貨

物 

非鉄金属類（半製品・銑鉄・地金）  2,293 2,087 

鋼   材 

一般鋼材（口径 12 インチ未満の鋼管含む）  1,924 1,818 

鋼   管（口径 12 インチ以上のもの） 

コ イ ル  
1,636 1,546 

石 材 2,320 2,177 

撒

貨

物 

小 麦  

肥 料 原 料  

鉱 礦 石（粉）  

1,602 1,428 

鉱 礦 石（塊） 

特 殊 鉱 礦 石  
2,133 1,964 

砂 糖  2,098 1,967 

 

（２） 総トン数 500トン未満の小型船内←→上屋・野積場内又は、上屋・野積場前  

（1トンにつき 単位円）     

 品       目 

金     額  

本船内←→ 

上屋・野積場内 

本船内←→ 

上屋・野積場前 

ユ 

ニ 

タ 

イ 

ズ 

貨 

物 

等

 

コ ン テ ナ  
実     入  765 612 

空  653 520 

パ レ タ イ ズ 貨 物  

バ ン パ ッ ク 

バ ッ グ コ ン テ ナ 

プ レ ス リ ン グ 

1,087 870 

ノックダウン自動車 

完成車（重量 5 ㌧未満かつ容積 20 ㌧未満のもの）  
937 750 

完成車（重量 5 ㌧以上又は容積 20 ㌧以上のもの）  1,419 1,135 



 

品       目 

金     額 

本船内←→ 

上屋・野積場内 

本船内←→ 

上屋・野積場前 

包

装

品 

袋     物  1,795 1,437 

ベ ー ル 物  1,428 1,143 

カートン 

ケース 

クレート 

雑貨類・機械類（1 個当り 5㌧未満のもの）  1,822 1,458 

機 械 類（1 個当り 5 ㌧以上のもの）  1,419 1,135 

青 果 類  1,503 1,202 

冷凍品・冷蔵品  ― 1,852 

有

姿

貨

物 

タ  イ  ヤ  1,121 898 

巻 取 紙（内地産）  1,261 1,009 

木 材  岸壁揚のもの  
原  木  

米 国 材 

南 洋 材  
1,085 868 

北 洋 材  1,085 868 

製   材  1,129 903 

有

姿

貨

物 

非鉄金属類（半製品・銑鉄・地金）  1,766 1,413 

鋼   材 

一般鋼材（口径 12 インチ未満の鋼管含む）  1,457 1,165 

鋼   管（口径 12 インチ以上のもの） 

コ イ ル  
1,238 991 

石 材 1,223 978 

撒

貨

物 

小 麦  

肥 料 原 料  

鉱 礦 石 （粉）  

1,402 1,121 

鉱 礦 石（塊） 

特 殊 鉱 礦 石  
1,450 1,160 

砂 糖  1,131 904 

 

（３） 作 業 範 囲  

基本料金が適用される作業範囲は、次のとおりとします。  

        ただし、関連事業に係る行為は除きます。  

① 「本船内←→上屋・野積場内」の場合  

（揚荷） 本船内の貨物を岸壁上に取卸し、上屋・野積場内へ移送・拼付するまで 

の作業。  

（積荷） 上屋・野積場内の貨物を岸壁上に移送し、本船内に積込むまでの作業。  



② 「本船内←→上屋・野積場前」の場合  

（揚荷） 本船内の貨物を岸壁上に取卸し、上屋・野積場前又は貨車・トラック等 

の車側へ移送する作業。  

（積荷） 上屋・野積場前又は、貨車・トラック等の車側にある貨物を岸壁上に移 

送し、本船内に積込むまでの作業。  

  

（４） 料金表に記載のない貨物等  

基本料金表に記載のない貨物については、基本料金表記載の貨物と、荷姿、作業構成 

員数等が類似している場合は、その料金を適用し、類似した貨物がない場合は、委託者 

と協議の上、決定した料金を基本料金とします。 

 

２．割 増 料 金  

     割増料金は、次のとおりとします。  

ただし、割増料金が重複する場合には、基本料金にそれぞれの割増率を乗じて各割増料金 

   を算出し、これらの金額を合算します。 

 

種 別  内       容  割 増 率  

半 夜 荷 役 16 時 30 分から 21 時 30 分までの間における荷役  基本料金の 6 割増  

土曜日荷役 土曜日（当該週の月曜日から金曜日までの間に 

国民の祝日（振替休日を含む）がある場合にお 

ける土曜日を除く。）における荷役  

基本料金の 6 割増  

日 曜 日 ・ 

祝祭日荷役 

日曜日・祝祭日における荷役  基本料金の 10 割増  

 

３．割 引 料 金  

大口数量割引料金は、次のとおりとします。  

委託者からの 1荷役の引受において、同一貨物の量が 1,000トン以上の場合は、 

当該貨物全量について当該貨物の基本料金を乗じて得た金額から 5％を割引ます。 

 

４．分 担 金 等  

 （１） 総トン数 1,000 トン未満 500トン以上の小型船内   

←→上屋・野積場内又は、上屋・野積場前 

区     分 金     額 

（１）港 湾 福 利 分 担 金  各貨物（一律）1トンにつき 8円 

（２）港湾労働法関係付加金  各貨物（一律）1トンにつき 3円 

（３）労 働 安 定 基 金  各貨物（一律）1トンにつき 7円 

 

 

 

 



（２） 総トン数 500トン未満の小型船内   

←→上屋・野積場内又は上屋・野積場前 

区     分 金     額 

（１）港 湾 福 利 分 担 金  各貨物（一律）1トンにつき 4円 

（２）港湾労働法関係付加金  各貨物（一律）1トンにつき 1円 50 銭 

（３）労 働 安 定 基 金  各貨物（一律）1トンにつき 3円 50 銭 

 

５．消費税及び地方消費税の加算 

（１） 料金の総額に消費税の税率を乗じて計算します。   

ただし、免税となる取引には適用しません。  

  

（２） 上記により計算された金額に 1円未満の端数が生じたときは 1円単位に四捨五入します。  

 

６．料 金 の 計 算 方  

料金の計算方は、次によります。  

計算トン数は、重量、容積いずれか大なる方とし、重量は 1,000キログラム、容積は 1,133 立 

方米をもって 1トンとみなします。  

なお、慣例により重量に一定の係数を乗じて得た数値をもって計算トン数としている場合に 

は、その例によります。  

ただし、コンテナは実入・空とも 20フィート型は 1個当たり 32トン、40フィート型は 1個当 

り 48トンをもってそれぞれ計算トン数とします。  

また、20フィート型未満のコンテナは、20フィート型を基準とする換算トン数をもって計算 

トン数とし、35フィート型及び 45フィート型等は 40フィート型と同じとします。  

 

７．その他  

（１） 本料金を適用する荷役において、「上屋出しコンテナ詰又は、コンテナ出し上屋入れ作業」、 

「看貫作業」、「仕訳作業」、「はい替作業」及び「上屋保管」が伴う場合のこれら諸作業に 

係る料金は、当港において適用される港湾荷役料金（沿岸荷役料金）のそれぞれの料金を準用 

します。  

（２） 特殊貨物（特大品、変質・発熱・塵埃・悪臭・汚損の甚だしい貨物、海難貨物等）、雨天・ 

雪天時荷役及び特殊荷役（海難船・特殊船の荷役、荒天時荷役、荷印その他仕訳を伴う荷役、 

見本採取等を伴う荷役、沿岸荷役における長距離移送等）の場合は、基本料金のほかに、 

委託者と協議の上決定した金額を申し受けます。  

  

（３） 委託者の要求により、特別の荷役機械、資材等を使用した場合には、委託者と協議の上、 

別途実費を申し受けます。  

  

（４） 本料金表に記載のない事項については、法令に反しない範囲内において当事者間の取極め 

又は慣習によります。 

 


